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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競

馬法（昭和23年法律第158号）により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び

運営について定めるものとする。 

 （法人格） 

第２条 日本中央競馬会（以下「競馬会」という。）は、法人とする。 

 （事務所） 

第３条 競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。 



２ 競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 

 （資本金） 

第４条 競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産（政令で定め

るものを除く。）及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。 

２ 前項の財産の評価については、政令で定める。 

 （登記） 

第５条 競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。 

２ 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗す

ることができない。 

 （名称の使用制限） 

第６条 競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 

   第２章 管理 

 （定款） 

第７条 競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 (1) 目的 

 (2) 名称 

 (3) 事務所の所在地 

 (4) 資本金及び出資に関する規定 

 (5) 経営委員会に関する規定 

 (6) 役員の定数及び職務の分担に関する規定 

 (7) 運営審議会に関する規定 

 (8) 業務 

 (9) 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 

 (10)準備金に関する規定 

 (11)特別振興資金に関する規定 

 (12)事業年度 

 (13)公告の方法 

２ 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

 （規約） 

第８条 競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなけ

ればならない。 

 (1) 競馬の実施に関する規定 

 (2) 馬主、馬及び服色の登録に関する規定 

 (3) 調教師及び騎手の免許に関する規定 

 (4) 入場料に関する規定 

 (5) 会計に関する規定 



２ 競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 

３ 前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更につい

ては、この限りでない。 

 （経営委員会の設置） 

第８条の２ 競馬会に、経営委員会を置く。 

 （経営委員会の権限） 

第８条の３ 経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決

定する。 

２ 次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。 

  (1) 予算及び事業計画 

  (2) 決算 

  (3) 定款の変更 

  (4) 規約の制定及び変更 

  (5) 役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更 

  (6) その他経営委員会が特に必要と認める事項 

３ 経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。 

４ 経営委員会は、役員（監事を除く。）の職務の執行を監督する。 

 （経営委員会の組織） 

第８条の４ 経営委員会は、委員６人及び理事長で組織する。 

２ 経営委員会に委員長１人を置き、委員の互選により選任する。 

３ 委員長は、経営委員会の会務を総理する。 

４ 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理す

る者を定めておかなければならない。 

 （経営委員会の委員の任命） 

第８条の５ 経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知

識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。 

 （経営委員会の委員の任期） 

第８条の６ 経営委員会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 経営委員会の委員は、再任されることができる。 

 （経営委員会の委員の欠格条項） 

第８条の７ 次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。 

 (1) 破産者で復権を得ない者 

 (2) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日

から３年を経過しない者 

 (3) この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の



執行を受けることがなくなつた日から３年を経過しない者 

 (4) 政府又は地方公共団体の職員（任命の日以前１年間においてこれらに該当した者を含み、非常

勤の者を除く。） 

 (5) 競馬会の役員又は職員 

 (6) 競馬会が行う競馬に関係する馬主 

 (7) 競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつ

て競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員

若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者（任

命の日以前１年間においてこれらに該当した者を含む。） 

 （議決の方法） 

第８条の８ 経営委員会は、委員長又は第８条の４第４項に規定する委員長を代理する者のほか、委

員及び理事長のうちから３人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

２ 経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。 

３ 経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができ

る。 

 （議事参加の制限） 

第８条の９ 理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するとき

は、その議事に加わることができない。 

 （役員） 

第９条 競馬会に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事10人以内及び監事３人以内を置く。 

 （役員の職務及び権限） 

第10条 理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌

理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。 

３ 理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の

事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を

代表する。 

４ 監事は、競馬会の業務を監査する。 

５ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大

臣に意見を提出することができる。 

 （役員の任命） 

第11条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。 

２ 副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。 

 （役員の任期） 

第12条 理事長及び副理事長の任期は３年以内において、理事及び監事の任期は２年以内においてそ

れぞれ定款で定める。 



２ 第８条の６第１項ただし書及び第２項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用

する。 

 （役員の欠格条項） 

第13条 第８条の７（第５号を除く。）の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用す

る。 

 （役員の兼職の禁止） 

第14条 理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事

業に従事してはならない。 

 （代表権の制限） 

第15条 競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代

表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。 

 （運営審議会） 

第16条 競馬会に、運営審議会を置く。 

２ 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。 

３ 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。 

 (1) 予算及び事業計画 

  (2) 決算 

  (3) 定款の変更 

  (4) 規約（第８条第１項第５号に掲げる事項に係るものを除く。）の制定及び変更 

４ 運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。 

第17条 運営審議会は、委員10人で組織する。 

２ 運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。 

 (1) 競馬会が行う競馬に関係する馬主 

 (2) 競走馬の生産者 

 (3) 競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者 

 (4) 学識経験を有する者 

３ 運営審議会の委員の任期は、２年以内において定款で定める。 

４ 第８条の６第１項ただし書及び第２項の規定は、運営審議会の委員について準用する。 

５ 前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水

産省令で定める。 

 （一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） 

第18条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）第４条（住所）及び第

78条（代表者の行為についての損害賠償責任）の規定は、競馬会について準用する。 

   第３章 業務 

 （業務の範囲） 

第19条 競馬会は、第１条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 



 (1) 競馬を実施すること。 

 (2) 馬主、馬及び服色を登録すること。 

(3) 調教師及び騎手を免許すること。 

２ 競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 

 (1) 競走馬を育成すること。 

 (2) 騎手を養成し、又は訓練すること。 

 (3) 競馬法第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。 

 (4) その他競馬（馬術競技を含む。次項において同じ。）の健全な発展を図るため必要な業務 

３ 前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備そ

の他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとす

るときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなけれ

ばならない。 

４ 競馬会は、第１項及び第２項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらか

じめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業（第36条第１項において「畜産振興事業等」

という。）であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、

当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務（これに附帯する業

務を含む。）を行うことができる。 

 (1) 畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に

資するための事業 

 (2) 農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図

るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると

認められるもの 

（競馬会が行う処分） 

第20条 競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるとこ

ろにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなけれ

ばならない。 

 (1) 馬主の登録及びその抹消 

 (2) 調教師及び騎手の免許並びにその取消し 

 (3) 前２号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求

に対する裁決 

 （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用） 

第20条の２ 競馬会が第19条第４項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国と

みなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）の規定（第23条の規定及びこれに係る罰則

を除き、その他の罰則を含む。）を準用する。この場合において、同法（第２条第７項を除く。）

中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬



会の理事長」と読み替えるものとする。 

 （事業計画） 

第21条 競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出し

てその認可を受けなければならない。 

２ 競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受け

なければならない。 

 （事業年度） 

第22条 競馬会の事業年度は、毎年１月１日から12月31日までとする。 

   第４章 会計 

 （予算） 

第23条 競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めて

これを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 

２  競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなけ

ればならない。 

 （借入金） 

第24条 競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 

 （余裕金の運用） 

第25条 競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、

農林水産大臣の許可を受けなければならない。 

 (1) 金融機関への預金 

 (2) 国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有 

 （財産の処分等の制限） 

第26条 競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又

は担保に供してはならない。 

 （国庫納付金） 

第27条 競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第６条の規定により発売する勝馬投票券の発

売金額から同法第12条第６項の規定により返還すべき金額を控除した残額の100分の10に相当す

る金額を国庫に納付しなければならない。 

２ 競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の２分の１に相当する金額を国庫に

納付しなければならない。 

 （損失てん補準備金） 

第28条 競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の10分の１以上を損失てん

補準備金として積み立てなければならない。 

２ 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。 

 （特別積立金） 

第29条 競馬会は、第27条第２項の規定による納付及び前条第１項の規定による積立をしてなお剰余



があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。 

２ 前項の特別積立金の処分については、政令で定める。 

 （特別振興資金） 

第29条の２ 競馬会は、第19条第３項及び第４項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるも

のとする。 

２ 競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。 

３ 競馬会は、前条第１項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度

ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。 

４ 特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前

条第１項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。 

５ 特別振興資金は、第25条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第19

条第３項及び第４項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用するこ

とができる。 

 （財務諸表等） 

第30条 競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書（以下この条において「財務

諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後３月以内に、農林水産大臣に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の

事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に

関する監事の意見を付けなければならない。 

３ 競馬会は、第１項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はそ

の要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及

び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲

覧に供しなければならない。 

４ 第２項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令

で定める。 

   第５章 監督 

 （監督） 

第31条 競馬会は、農林水産大臣が監督する。 

２ 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関

し監督上必要な命令をすることができる。 

 （経営委員会への出席等） 

第32条 競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定し

たものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。 

 （経営委員会の委員及び役員等の解任） 

第33条 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第８条の



７各号（第13条において第８条の７（第５号を除く。）の規定を準用する場合を含む。）のいず

れかに該当するに至つたときは、その委員又は役員を解任しなければならない。 

２ 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が次の各号のい

ずれかに該当するに至つたとき、その他委員又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員

又は役員を解任することができる。 

 (1) この法律若しくは競馬法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの法令に基づ

いてする農林水産大臣の命令に違反したとき。 

 (2) 心身の故障により職務を執ることができないとき。 

３ 前項に規定するもののほか、農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員（監事を

除く。）の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その

役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任すること

ができる。 

４ 理事長は、前２項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、経営委員会の同意

を得なければならない。 

５ 第２項及び前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。この場合において、同項

中「前２項」とあるのは「第２項」と、「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは「農林水

産大臣の認可を受けなければ」と読み替えるものとする。 

 （報告及び検査） 

第34条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員に

その事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な

物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求

があつたときは、これを呈示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 第６章 雑則 

 （解散） 

第35条 競馬会の解散については、別に法律で定める。 

 （国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当） 

第36条 政府は、第27条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経

費及び民間の社会福祉事業（公の支配に属しないものを除く。）の振興のために必要な経費に充

てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額

は、国庫納付金の額のおおむね４分の１に相当する金額とする。 

２ 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるもの

とする。 

   第７章 罰則 

第37条 競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、



又はこれを要求し、若しくは約束したときは、３年以下の懲役に処する。これによつて不正の行

為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、５年以下の懲役に処する。 

２ 前項の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができな

いときは、その価額を追徴する。 

第38条 前条第１項に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、３年以下

の懲役又は250万円以下の罰金に処する。 

第39条 第34条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を30万円以

下の罰金に処する。 

第40条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を20

万円以下の過料に処する。 

 (1) この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可

又は許可を受けなかつたとき。 

 (2) 第５条第１項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。 

 (3) 第19条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 

 (4) 第29条の２第５項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。 

 (5) 第31条第２項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。 

第41条 第６条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、昭和30年３月31日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則

第５項までの規定は、公布の日から施行する。 

 （競馬会の設立） 

２ 農林大臣は、設立委員を命じて、競馬会の設立に関する事務を処理させる。 

３  設立委員は、定款並びに最初の事業年度の収支予算及び事業計画を作成し、これを農林大臣に提

出して設立の認可を申請しなければならない。 

４  農林大臣は、競馬会の設立前に、競馬会の理事長を任命する。 

５  附則第３項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継ぐととも

にその旨を農林大臣に報告しなければならない。 

６  理事長は、前項の規定による事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登

記の申請をしなければならない。 

７  競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 

 （財産の承継及び出資） 

８  第４条第１項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計

から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものと

する。 



 （第13条の特例） 

９  この法律の公布の際現に国営競馬の事務に従事する政府職員は、第13条第４号の退職から任命ま

での期間に関する制限にかかわらず、競馬会の設立当初の役員になることができる。 

 （第27条の特例） 

10  この法律施行後１年以内に開催される競馬（１回の競馬の開催期間がこの法律の施行後１年を経

過した日以後にわたる場合には、当該開催期間の終了までのものを含む。）に対する第27条第１

項の規定の適用については、同項中「100分の11」とあるのは「100分の10.5」と読み替えるもの

とする。 

 （登録税法の特例） 

11  附則第８項の規定による国営競馬特別会計からの不動産の承継による所有権の取得の登記につ

いては、登録税を課さない。 

 （競馬法の一部改正） 

12  競馬法の一部を次のように改正する。 

  本則中「政府」を「日本中央競馬会」に改め、「国営競馬」を「中央競馬」に改める。 

  第４条を次のように改める。 

 第４条  削除 

  第11条の２を削る。 

  第18条中「省令で定める」を「農林大臣の認可を受けて定める」に改める。 

  第18条の次に次の１条を加える。 

  （中央競馬の停止） 

 第18条の２  農林大臣は、日本中央競馬会が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反し

て中央競馬を行つた場合には、日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命ずることができる。 

  第24条を次のように改める。 

  （秩序の維持等） 

 第24条  競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。 

  第29条中第２号から第５号までを順次１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走について 

 （経過規定） 

13  この法律の施行の際現に改正前の競馬法第13条から第15条までの規定により受けている登録は、

改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。 

14  この法律の施行の際現に改正前の競馬法第16条の規定により受けている免許は、その有効期間中

は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。 

15  附則第12項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（国営競馬特別会計法の特例） 

16  昭和29年度における国営競馬特別会計法（昭和24年法律第42号）の規定の適用については、同法



第６条に規定するものの外、第27条の規定による競馬会からの国庫納付金をもつて国営競馬特別

会計の業務勘定の歳入とし、中央競馬の監督に要する経費をもつて同勘定の歳出とするものとし、

同法第７条第１項中「地方競馬の監督」とあるのは「中央競馬及び地方競馬の監督」と読み替え

るものとする。 

 （所得税法の一部改正） 

17  所得税法（昭和22年法律第27号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第10号中「及び鉱害復旧事業団」を「、鉱害復旧事業団及び日本中央競馬会」に改める。 

 （法人税法の一部改正） 

18  法人税法（昭和22年法律第28号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第３号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改める。 

 （登録税法の一部改正） 

19  登録税法（明治29年法律第27号）の一部を次のように改正する。 

  第19条第７号中「日本放送協会、」の下に「日本中央競馬会、」を「放送法、」の下に「日本中

央競馬会法、」を加える。 

 （地方税法の一部改正） 

20  地方税法（昭和25年法律第226号）の一部を次のように改正する。 

  第72条の４第１項第３号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改

める。 

  第73条の７に次の１号を加える。 

   (13) 日本中央競馬会法（昭和29年法律第205号）附則第８項の規定により日本中央競馬会が国か

ら不動産を承継する場合における当該不動産の取得 

  第348条第２項に次の１号を加える。 

   (17) 日本中央競馬会が直接その事業の用に供する固定資産 

 （国家行政組織法の一部改正） 

21  国家行政組織法（昭和23年法律第120号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２の農林省の項中｢畜産局｜競馬部｣を削る。 

 （行政機関職員定員法の一部改正） 

22  行政機関職員定員法（昭和24年法律第126号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項の表の農林省の項中「23,742人」を「23,277人」に、「71,384人」を「70,919人」

に改め、同表の合計の項中「633,049人」を「632,584人」に改める。 

23  この法律施行の際、昭和29年３月10日に内閣が国会に提出した行政機関職員定員法の一部を改正

する法律案が法律となつていないとき、又は法律となり、施行されていないときは、前項の規定

中「23,742人」とあるのは「25,788人」と、｢23,277人｣とあるのは「25,323人」と、｢71,384人｣

とあるのは｢77,367人｣と、｢70,919人｣とあるのは｢76,902人｣と、「633,049人」とあるのは｢694,347

人｣と、「632,584人｣とあるのは｢693,882人｣と読み替えるものとする｡ 

 （農林省設置法の一部改正） 



24  農林省設置法（昭和24年法律第153号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中第10号を次のように改める。 

   (10) 中央競馬及び地方競馬を監督すること。 

  第４条中第39号及び第40号を次のように改める。 

   (39) 獣医師及び装蹄師の免許をすること。 

   (40) 日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命じ、その他これを監督すること。 

  第５条中第２号中｢、畜産局に競馬部を｣を削る。 

  第11条第１項第11号を次のように改め、同条第２項を削る。 

   (11) 中央競馬及び地方競馬の指導監督を行うこと。 

  第13条中「競馬事務所」を削る。 

  第30条を次のように改める。 

第30条  削除 

      附  則 （昭和31年４月24日法律第81号抄） 

 （施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。 

 （日本中央競馬会法の一部改正） 

第22条  日本中央競馬会法（昭和29年法律第205号）の一部を次のように改正する。 

  第27条中「100分の11」を「100分の10」に改める。 

      附  則 （昭和36年11月１日法律第183号抄） 

 （施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。 

      附  則 （昭和36年11月10日法律第202号抄） 

１  この法律は、公布の日から施行する。 

      附  則 （昭和53年７月５日法律第87号抄） 

 （施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。（ただし書略） 

 （農業改良助長法等の一部改正） 

第15条  次に掲げる法律の規定中「農林省」を「農林水産省」に、「農林大臣」を「農林水産大臣」

に改める。〔以下略〕  

      附  則 （昭和58年５月20日法律第48号抄） 

 （施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日（昭和58

年10月８日）から施行する。 

      附  則 （平成３年５月10日法律第70号抄） 

 （施行期日等） 

第１条  この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日（平成３



年９月16日）から施行する。ただし、第１条中競馬法別表の改正規定は平成３年10月１日から、

同法第11条及び第12条の改正規定は平成４年４月１日から施行する。 

２  第２条中日本中央競馬会法第36条第１項の改正規定は、平成３年度の予算から適用する。 

第２条から第４条まで  削除 〔平成16年法律第86号競馬法の一部を改正する法律による改正〕 

 （日本中央競馬会の副理事長の任命に関する経過措置） 

第９条  この法律の際現に日本中央競馬会の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第11条第２

項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。 

 （日本中央競馬会の役員の任期に関する経過措置） 

第10条 この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事である者の任期は、新中

央競馬会法第12条第１項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における第２条の規定による

改正前の日本中央競馬会法第12条第１項の規定によるその者の日本中央競馬会の副理事長、理事

又は監事としての残任期間と同一の期間とする。 

 （平成３事業年度における特別振興資金への充当） 

第11条 日本中央競馬会は、平成３事業年度において、新中央競馬会法第29条第２項の規定にかかわ

らず、同条第１項の規定による特別積立金のうち平成２事業年度における積立てに係る額を超え

ない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第29 条の２第１項の特別振興資

金に充てることができる。 

（罰則に関する経過措置） 

第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第13条 附則第４条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

      附  則 （平成９年６月24日法律第103号抄） 

 （施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

 （経過措置） 

第２条  １～３〔略〕 

４  第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第３項及び第４項の規定は、平成９年１月

１日に始まる事業年度に係る同条第３項及び第４項に規定する書類から適用する。 

   附 則 （平成11年12月８日法律第151号抄） 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、平成12年４月１日から施行する。［ただし書略］ 

   附 則 （平成16年６月９日法律第86号抄） 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、平成17年１月１日から施行する。 

 （日本中央競馬会法の一部改正） 



第４条 日本中央競馬会法（昭和29年法律第205号）の一部を次のように改正する。 

  第20条第２項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 競馬法第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。 

  第27条第１項中「第12条第４項」を「第12条第６項」に改める。 

 （競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正） 

第５条 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律（平成３年法律第70号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第２条から第４条までを次のように改める。 

 第２条から第４条まで 削除 

 （競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本

中央競馬会法の一部を改正する法律附則第２条及び第３条の規定は、平成17年３月31日までの間、

なおその効力を有する。 

２ 日本中央競馬会は、平成17年３月31日において、前項の規定によりなお効力を有するものとされ

る前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第２条第４

項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第29条の２第１項の特別給付資金（以下この項

において「特別給付資金」という。）を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する

資産及び負債については、同法第29条の２第１項の特別振興資金に帰属させるものとする。 

附 則 （平成18年６月２日法律第50号抄） 

 （施行期日） 

１ この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。〔以下略〕 

２ 〔略〕 

３ 〔略〕 

附 則（平成19年６月６日法律第76号抄） 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 附則第４条、第７条及び第12条の規定 公布の日 

(2) 第１条中競馬法附則第６条第２項の改正規定（「附則第６条第１項」を「附則第９条第１項」

に改める部分に限る。）、同条を同法附則第９条とする改正規定、同法附則第５条を同法附則

第８条とする改正規定及び同法附則第４条の次に３条を加える改正規定並びに第２条の規定並

びに附則第８条から第11条まで及び第19条の規定 公布の日から起算して６月を超えない範囲

内において政令で定める日 

 （日本中央競馬会の定款に関する経過措置） 

第７条 日本中央競馬会は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）

までに、その定款を第２条の規定による改正後の日本中央競馬会法（以下「新中央競馬会法」と



いう。）第７条第１項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。

この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。 

 （日本中央競馬会の規約に関する経過措置） 

第８条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の際現に第２条の規定による改正前の日本中央競馬

会法（以下「旧中央競馬会法」という。）第８条第１項の規定により定められている規約であっ

て役員及び職員の給与に関するものは、その制定について新中央競馬会法第８条の３第２項の規

定による経営委員会の議決を経た同項第５号の規程とみなす。 

 （日本中央競馬会の役員に関する経過措置） 

第９条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の際現に在職する日本中央競馬会の副理事長又は理

事である者は、それぞれ一部施行日に新中央競馬会法第11条第２項の規定により副理事長又は理

事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任

期は、新中央競馬会法第12条第１項の規定にかかわらず、一部施行日における旧中央競馬会法第

12条第１項の規定による副理事長又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とす

る。 

 （日本中央競馬会の運営審議会の委員の任期に関する経過措置） 

第10条 一部施行日の前日において日本中央競馬会の運営審議会の委員である者の任期は、旧中央競

馬会法第18条第３項の規定にかかわらず、その日に満了する。 

（罰則に関する経過措置） 

第11条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第12条 附則第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

 （検討） 

第13条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、新競馬法及び新中央競馬会法の施

行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 

 （一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正） 

第19条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）の一部を次の

ように改正する。 

   第340条のうち日本中央競馬会法第19条の改正規定中「第19条」を「第18条」に改める。 

   附 則（平成24年６月27日法律第37号抄）  

 （施行期日）  

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日から施行



する。ただし、附則第７条第１項及び第８条の改正規定並びに附則第４条の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（日本中央競馬会法の一部改正）  

第５条 日本中央競馬会法（昭和29年法律第205号）の一部を次のように改正する。 

  第27条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

附 則（平成26年６月13日法律第69号抄）  

 （施行期日）  

第１条 この法律は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 

   附 則（平成27年5月7日法律第18号抄）  

 （施行期日）  

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 附則第３条の規定 交付の日 

 (2) 目次の改正規定（「第29条の２」を「第29条の３」に改める部分に限る。）及び第４章中第

29条の２の次に一条を加える改正規定並びに附則第５条の規定 平成27年10月１日 

 （日本中央競馬会法の一部改正）  

第４条 日本中央競馬会法（昭和29年法律第205号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項第１号中「施行」を「実施」に改める。 

第19条第１項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第１号中「開催する」を「実施する」に

改める。 



   理 由 （昭和29年７月１日法律第205号） 

 競馬の健全な発展を図るため、国営競馬を引き継いで施行する団体として日本中央競馬会を設立し、

その組織及び運営につき定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

   理 由 （平成３年５月10 日法律第70号） 

 最近における競馬をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、競馬の健全な発展を図り、かつ、畜産の振興

に資するため、競馬の公正の確保のための体制の整備を図るとともに、日本中央競馬会に特別振興資

金を設けて競馬の健全な発展を図るための業務及び畜産の振興に資するための業務を行うことがで

きることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

理 由 （平成19年６月６日法律第76号） 

 特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、地方競馬全

国協会について、これを地方競馬主催者が主体となって運営する法人とするとともに、日本中央競馬

会について、広い経験と知識を有する者から構成される意思決定機関を新たに設置する等の措置を講

ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

理 由 （平成24年6月27日法律第37号） 

 近年の競馬の売上額の継続的な減少に伴う競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、競馬の振興

を図るため、払戻金の金額の算出方法を改めるとともに、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長

の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

理 由 （平成26年6月13日法律第69号） 

 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提

出する理由である。 

理 由 （平成27年5月7日法律第18号） 

 最近における競馬をめぐる情勢の変化に鑑み、海外において実施される特定の競馬の競走について、

日本中央競馬会等が勝馬投票券を発売できることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この

法律案を提出する理由である。 


